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＜課税状況、資格月数とは＞ 

４月から翌年３月までを１年間（資格月数１２か月）とし、課税状況区分の「世帯」は、４月１日時点の住民票

に基づきます。ただし、年度途中で６５歳になったかた、転入したかたは資格取得日で判断します。 

 

＜課税年金収入額とは＞ 

課税対象となる国民年金・厚生年金・共済年金などの公的年金等の年間受給額です。遺族年金・障害年金

などの非課税年金は含みません。 

※保険料所得段階が第１段階のかたについては、課税年金収入がある場合でも「課税年金収入額」欄は全

員「―」で表記しています（保険料の計算は課税年金収入額とその他の合計所得金額を基に第１段階と判

定しています）。 

 

＜合計所得金額とは＞ 

年金や給与などの収入金額から、それぞれの必要経費に相当する金額を控除した所得金額の合計で、所得 

控除（扶養控除、医療費控除等）や損失の繰越控除をする前の金額をいいます。分離所得も含まれます。 

ただし、土地・建物の譲渡所得がある場合には、長期譲渡所得および短期譲渡所得に係る特別控除額を差し

引いた後の金額を用います。 

 

＜その他の合計所得金額とは（第１から５段階のかた）＞ 

合計所得金額から公的年金等に係る雑所得を控除した金額を用います。その他の合計所得金額に給与所得が

含まれている場合は、給与所得から最大１０万円を控除した金額を用います。 


